
   厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定める居住誘

導区域（以下「居住誘導区域」という。）への居住の緩やかな誘導及び災害リスクの回

避のため、居住誘導区域に含まれない区域のうち、がけ地の崩壊等により住民の生命に

危険を及ぼすおそれのある区域、洪水時に家屋の流失・倒壊をもたらすような氾濫が発

生するおそれがある区域等に存する危険住宅等の移転を行う者に対し、予算の範囲内

において厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45年厚木市規則第

５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 危険住宅  次のアからエまでのいずれかの区域（市内に限る。）に存する既存不適

格の住宅（当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったもの

に限る。）又は次のいずれかの区域に存する住宅（大規模地震、台風等により安全上

又は生活上の支障が生じたものであって、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を

行ったものに限る。）をいう。ただし、避難指示については、当該避難指示が公示さ

れた日から６月を経過している住宅に限る。 

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第 3 条

第 1項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域 

イ 厚木市建築基準条例（平成 17 年厚木市条例第 35 号）第５条に規定する崖付近

の区域 

ウ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 12条の４の規定に基づく地区計画（浸

水被害に関する建築制限を定めるものに限る。）の区域 

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年

法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）第９条の規定により知事が指定

した土砂災害特別警戒区域 

オ 土砂災害防止法第４条第１項に規定する基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に

指定される見込みのある区域 

カ 補助金の交付対象事業（以下「補助事業」という。）の着手時点で過去３年間に

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた区域 

(2) 誘導住宅 次のいずれかの区域に存する危険住宅以外の住宅をいう。 

ア 前号ア及びエに掲げる区域 

イ 家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域として神奈川県が公

表した家屋倒壊等氾濫想定区域 

(3) 危険区域 前２号に掲げる区域をいう。 

(4) 所有者等  次に掲げる者をいう。 

ア 危険住宅又は誘導住宅（以下「危険住宅等」という。）の所有者（個人に限る。

以下「所有者」という。） 

イ 次のいずれかに該当する者で、補助事業の実施に関し、所有者の同意を得てい

るもの 

(ｱ) 所有者の配偶者 



(ｲ) 所有者の一親等の親族 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に存する危険住宅等に居住する

所有者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、この要綱による補助の対象と

しない。所有者以外の者が補助事業を行う場合で、所有者が市税を滞納している場合

も同様とする。 

（補助事業） 

第４条 補助事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 危険住宅を除却し、危険区域外の区域（市内に限る。以下同じ。）に移転する事業 

(2) 誘導住宅を除却し、居住誘導区域に移転する事業 

（補助要件） 

第５条 補助事業は、次の各号のいずれの要件も満たしていなければならない。 

(1) 危険住宅等に代わる住宅（以下「移転先住宅」という。）は、危険区域外の区域（誘

導住宅にあっては、居住誘導区域）において建築し、又は存すること。 

(2) 移転先住宅を新築する場合は、次のいずれにも該当すること。 

  ア 新築する移転先住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成 27 年法律第 53 号）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能

基準（以下「省エネ基準」という。）に適合すること。 

  イ 市街化調整区域（都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。）

に移転先住宅を新築する場合にあっては、土砂災害警戒区域（土砂災害防止法第

７条第１項の規定に基づく土砂災害警戒区域をいう。）又は浸水想定区域（水防法

（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第１項若しくは第２項の規定に基づく洪水浸

水想定区域（浸水した場合に想定される水深が３メートル以上の区域に限る。）、

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）又は家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）をい

う。）に建築しないこと。 

(3) 除却した誘導住宅が立地していた土地で居住誘導区域に含まれない土地（以下「移

転元地」という。）を居住の用に供さないこと。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の

額は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、厚木市居住誘

導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、補助事業に係る契約を締結する前に市長に申請しなければならない。

ただし、申請者が所有者である場合にあっては、第７号の同意書を添えることを要し

ない。 

(1) 危険住宅等及びその敷地の登記事項証明書その他の危険住宅等及びその敷地の所

有者を確認することができる書類（３月以内に交付されたものに限る。） 

(2) 危険住宅等の所有者について、市税の滞納がないことを証する書類 

(3) 危険住宅等の付近見取図、配置図（当該住宅が危険区域内に存することが分かる

図書を含む。）、平面図、跡地計画図及び外観写真 

(4) 危険住宅等が建築された年月を確認することができる書類（他の書類で確認する

ことができない場合に限る。） 



(5) 資金計画書（第２号様式） 

(6) 除却費にあっては、経費の見積書 

(7) 申請者と所有者との関係を証明する書類及び所有者の同意書 

(8) 居住者を証明する書類 

(9) 建物助成費にあっては、次に掲げる書類 

ア 移転先住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図 

イ 移転先住宅の建築又は購入に要する経費の見積書 

ウ 移転先住宅を新築する場合にあっては、省エネ基準に適合していると認められ

る書類 

エ 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの

借入金利子相当額の計算表 

(10) 移転等費にあっては、経費の見積書 

(11) 移転元地を居住の用に供さないことの誓約書 

(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容を確認する上で市長が必要と認める

書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、及び

必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは決定した内容及びこれ

に付した条件を厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決

定通知書（第３号様式）により、補助金の不交付を決定したときはその旨を厚木市居住

誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金不交付決定通知書（第４号様式）に

より、申請者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 危険住宅等の解体に関し必要な手続及び発生した廃材の処理等は、関係法令を遵

守し、適切に行うこと。 

(2) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認

めること。 

（努力義務） 

第９条 前条第１項の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助事業に係る工事等の実施に当たっては、市内の事業者を利用する

よう努めるものとする。 

（変更の承認） 

第10条 補助事業者は、当該交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに

該当する場合は、厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決

定変更申請書（第５号様式）により市長に申請し、承認を受けなければならない。ただ

し、軽微なものについては、この限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更を承認した

ときは、その旨を厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決

定変更通知書（第６号様式）により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（申請の取下げ等） 



第11条 申請者が第８条第１項の規定による申請を取り下げようとするときは、取下届

（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者が補助事業を取りやめたときは、取りやめ届（第８号様式）に第８条に規

定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告等） 

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、市長にその状況を書面により速やかに報告しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事

業者に対して書面により適切な指示をしなければならない。 

（完了届） 

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに厚木市居住誘導区域（がけ

地近接等危険住宅）移転事業完了届（第９号様式。以下「完了届」という。）に次に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 危険住宅等を除却したことが分かる写真及び移転先住宅の外観写真 

(2) 危険住宅等の除却に係る契約書の写し 

(3) 危険住宅等の除却に係る請求書又は領収書の写し 

(4) 移転先住宅の建築又は購入に要した経費の請求書又は領収書の写し  

(5) 資金調達書（第 10号様式） 

(6) 融資に係る金銭消費貸借契約書等の写し又はこれに代わる証明書 

(7) 融資を受ける金融機関が作成した移転先住宅、土地及び敷地造成の費目ごとの借

入金利子相当額の計算表 

(8) 移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書その他の移転先住宅及びその敷地の所

有者を確認することができるもの（３月以内に交付されたものに限る。） 

(9) 移転先住宅の建築基準法第７条第５項の規定に基づく検査済証の写しその他同等

と認められる書類 

(10) 建物助成費にあっては、移転先住宅の建築又は購入に係る契約書の写し 

(11) 移転等費にあっては、移転先住宅への移転に係る経費（除却費及び移転先住宅の

建築又は購入に要した経費を除く。）の請求書又は領収書の写し 

(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の実績を確認する上で市長が必要と認める

書類 

２ 市長は、完了届の提出を受けたときは、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査しなければならない。 

（交付額の確定） 

第14条 市長は、前条第２項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付

の決定及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、厚木市居住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金確定通

知書（第11号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求等） 

第15条 前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、厚木市居

住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金交付請求書（第12号様式。次項に

おいて「請求書」という。）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 市長は、請求書の提出があった場合は、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたと

きは、当該請求書を提出した補助事業者に補助金を交付するものとする。 



（交付決定の取消し） 

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の

決定の一部又は全部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 完了届により報告された補助事業の成果又は補助事業の事業費の実績額が著しく

第７条の規定による交付申請の内容を下回るとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条

件又は法令に違反したとき。 

(5) 故意に完了届に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。 

(6) 補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっているこ

とが判明したとき。 

(7) 第８条の規定による補助金の交付を受けた日から起算して、10年を経過する日前 

に、移転先住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を厚木市居住誘導区域（が

け地近接等危険住宅）移転事業補助金交付決定取消通知書（第 14 号様式）により当該

補助事業者に速やかに通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第17条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して厚木市居

住誘導区域（がけ地近接等危険住宅）移転事業補助金返還命令書（第13号様式）により

補助金を返還させることができる。 

（書類の保存） 

第18条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿に

よって明らかにさせておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する

書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存するものとする。 

（調査に対する協力の要請） 

第19条 市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認める

ときは、当該補助金の交付に係る申請者又は補助事業者に協力を求めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月 27 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年 1月 20日から施行する。 



別表（第６条関係） 

補助対象経費 補助金の上限金額 

除却費 

移転を行う者に対して、危険住宅等の除

却に要する経費（除却工事に要する費用

の１㎡当たりの額（その額が、木造住宅

の除却工事で 32,000 円を超える場合に

あっては 32,000円、非木造住宅の除却工

事で 46,000円を超える場合 にあっては

46,000 円）に除却する危険住宅等の延べ

面積を乗じて得た額とする。） 

１戸当たり 3,200 千円 

建物助成費 

移転を行う者に対して、危険住宅等に代

わる住宅の建設、購入（これに必要な土

地の取得を含む。）及び改修をするため

に要する資金を金融機関その他の機関

から借り入れた場合における当該借入

金利子に相当する額（年利率 8.5％を限

度とする。） 

１戸当たり 7,318 千円（建物 

4,650 千円、土地 2,060 千

円、敷地造成 608 千円） 

移転等費 

建築確認等手続費用、登記に係る費用、

既存不適格調査費、動産移転費、仮住居

費、住宅の建設又は購入に付帯して要す

る経費等 

１戸当たり 975 千円 

備考１ 公共事業等による立ち退きに伴い危険住宅等の除却に係る補償を受ける場合

における除却費は、補助対象経費としないものとする。 

２ 市の負担を求められる同種の国庫補助金等の交付を受ける場合にあっては、本

補助金の補助額は、当該国庫補助金等において市が負担すべき額を控除した額と

する。 

 


